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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
腎
疾
患
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
透
析
医
学
会
が
編
集
し
た
「
図
説
わ
が
国
の
慢
性
透
析
療
法
の
現
況
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
末
時
点

に
お
け
る
透
析
患
者
の
平
均
年
齢
は
、
六
十
五
・
三
三
歳
で
あ
り
、
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
透
析
が

じ
ん

必
要
と
な
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
近
年
は
糖
尿
病
性
腎
症
の
割
合
が
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
十
年
に
透
析
を
導
入

し
た
患
者
全
体
に
占
め
る
当
該
疾
患
患
者
の
割
合
は
、
四
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
増
加
傾
向
に
あ
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
「
Ｃ
Ｋ
Ｄ
の

早
期
発
見
、
予
防
、
治
療
標
準
化
、
進
展
阻
止
に
関
す
る
調
査
研
究
」
、
「
糖
尿
病
に
お
け
る
失
明
、
歯
周
病
、
腎
症
、
大

血
管
合
併
症
な
ど
の
実
態
把
握
と
そ
の
治
療
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
よ
る
大
規
模
前
向
き
研
究
」
等
に
対
す
る
助

成
を
行
う
な
ど
、
そ
の
推
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
腎
臓
病
研
究
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

一



厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
透
析
患
者
に
つ
い
て
、
居
宅
か
ら
医
療
機
関
に
通

院
す
る
際
の
介
助
を
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
す
る
な
ど
、
医
療
と
福
祉
の
連
携
を
図
っ
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
そ
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

第
百
七
十
一
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
、
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
施
行
の
た
め
、
現
在
、
厚
生
科
学
審
議
会
疾
病
対
策
部
会
臓
器

移
植
委
員
会
に
お
い
て
、
臓
器
移
植
に
関
す
る
普
及
啓
発
の
在
り
方
等
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
、
御
指
摘
の
都
道
府
県
所
属
の
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
臓
器
移
植
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び
院
内
で
調
整
を
行
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
以
下
「
院
内
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）

の
資
質
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
社
団
法
人
日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
す
る
補
助
を
行
う
と
と
も
に
、
都
道
府
県
臓

器
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
に
対
す
る
所
要
の
地
方
交
付
税
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

二



改
正
法
の
円
滑
な
施
行
の
た
め
に
は
、
臓
器
移
植
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
た
め
の
体
制
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
都
道
府
県
臓
器
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
院
内
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
増
員
等
に

つ
い
て
も
、
改
正
法
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
支
援
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
災
害
時
に
お
け
る
人
工
透
析
の
提
供
体
制
の
確
保
、
複
数
の
搬
送
手
段
の
確
保
等
に
つ
い
て
、

「
厚
生
労
働
省
防
災
業
務
計
画
」
（
平
成
十
三
年
二
月
十
四
日
厚
生
労
働
省
発
総
第
十
一
号
）
に
定
め
る
と
と
も
に
、
都
道

府
県
及
び
社
団
法
人
日
本
透
析
医
会
に
対
し
、
人
工
透
析
の
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
よ
う
要
請
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
今
後
と
も
、
都
道
府
県
及
び
社
団
法
人
日
本
透
析
医
会
と
連
携
し
て
、
大
規
模
な
災
害
発
生
時
に
も
対
処
で
き
る
人

工
透
析
の
提
供
体
制
の
確
立
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
腎
疾
患
に
関
す
る
正
し
い
情
報
の
提
供
及
び
腎
疾
患
に
関
す
る
研
究
等
の
推
進
に

係
る
経
費
に
つ
い
て
、そ
の
内
容
を
精
査
し
た
結
果
、平
成
二
十
一
年
度
予
算
と
比
し
て
減
額
し
た
額
を
計
上
し
て
い
る
が
、

慢
性
腎
臓
病
（
Ｃ
Ｋ
Ｄ
）
特
別
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
増
額
し
た
額
で
計
上
す
る
な
ど
、
腎
疾
患
対
策
の
推
進

三



に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
腎
臓
学
会
等
が
編
集
し
た
「
腎
不
全
の
治
療
選
択
」
に
よ
れ
ば
、
透
析
療
法
に
は
、
血
液
透
析
と
腹
膜
透

析
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
医
学
的
条
件
だ
け
で
は
な
く
、
患
者
の
生
活
様
式
等
も
考
慮

し
た
上
で
、
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
患
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
透
析
医
療

に
関
す
る
適
切
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
も
、
関
係
学
会
等
を
通
じ
て
、
患
者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
情
報
提
供
の
た
め
の
取
組
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
も
、
今
後
、
透
析
医
療
に
関
す
る
情
報
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四


